
　　　重要事項説明書
　　　　　　　（認知症対応型共同生活介護サービス）

1.　当施設が提供するサービスについての相談窓口

　　　電話 　　０８９４－７２－１３７１ 　　　担当 　　　松川　夏江

　　*　ご不明な点は、なんでもおたずねください。

2.　事業者概要

事業者名称 　有限会社ラッセル社

所在地 　愛媛県松山市津吉町１１４２番地１

代表者 　代表取締役 宮崎初代

電話番号 　０８９－９６３－０９５７

3.　事業所概要

事業所名称 　うっかり長屋　きなはいや

介護保険事業者番号  3 8 7 3 8 0 0 4 1 5

所在地 　愛媛県西予市野村町野村11号1番地

管理者 　松川夏江

電話番号 　０８９４－７２－１３７１

4.　事業の目的と運営方針

事業目的

運営方針

努める。

5.　敷地及び建物

①敷地及び建物

敷地 　３２８㎡

建物 構造 　木造2階建

床面積 　1階　１３８．９４㎡　　　２階　１１６．４５㎡

利用定員 　9名

②主な設備

居室　（1人部屋） 　９室　（１室７.5４㎡）

食堂 　１室　１２㎡

居間 　１室　２０㎡

浴室 　１室　６㎡

トイレ 　３個所　（車椅子対応あり）

洗面所 　2個所

　要介護状態で認知症のある方に対して、家庭的環境の中、入浴、排泄、食事、

などの介護、及び、その他の日常生活上の手助けや機能訓練を行う。

　常に利用者の立場にたち、安心と信頼関係を築くことを目標にし、利用者に必要

なサービスを提供できるよう努める。 また、地域との連携を図り、総合的サービスに



6. 職員勤務体制

従業員の職種 人数 勤務体制

管理者 １名 常勤勤務（８：３０～１７：３０）

計画作成担当者 １名

介護職員 8名 早出8時～5時 日勤9時から１８時

遅出10時～19時 夜勤（17：30～9：30）

職務内容
管理者・・・業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う
計画作成担当者・・・適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成し、
                          介護支援専門員をもって充てる
介護職員・・・利用者に対し必要な介護及び支援を行う

7.　サービス概要

②食事 ・職員の献立により季節感に配慮しバラエティーに富んだ食事を提供します

・食事はできるだけ食堂でいただけるように配慮します。

食事時間

　　　朝食 　　８：００～８：３０

　　　昼食 　１２：００～１２：３０

　　　夕食 　１８：００～１８：３０

③入浴 　希望時はいつでも入浴できます。

④健康管理 ・緊急など必要な場合には、協力医療機関に責任をもって引き継ぎます。

・入居者が外部の医療機関に通院する場合は、その介添えについてできる

だけ配慮します。

・入居者の生命または身体を保護するためやむおえない場合を除き、身体的

拘束や行動の制限をいたしません。

⑤介護 ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えや状況に応じた適切な排泄の介助

（整容、排泄など） を行います。

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します

・２週間に1回はシーツ交換を行います。

⑥レクリエーション 　各種行事を行い、施設外へのレクリエーション等にでかけます。

⑦機能訓練 　生活リハビリ等を行い、身体機能の低下を防止します。

⑧金銭管理 ･原則として預かりません。

・自らの金銭管理が困難な場合は、金銭管理を代行します。

・管理する金銭額は入居者及び家族と相談のもと預かります。

・保管場所は事務室金庫です。

・管理者が責任を持って個人ごとに領収書等を管理します。

⑨保管（所持品） 居室に保管困難なものは事務室に預かります。

⑩相談、援助 入居者及びその家族からのいかなる相談にも誠意を持って応じ、可能な限り

必要な援助を行うよう努めます。

⑪行政手続代行 市町村への手続きの代行を行います。

①認知症対応型共
同生活介護計画又
は介護予防

計画作成担当者が、ご利用者個人個人に合わせて認知症対応型共同
生活介護計画又は介護予防の計画作成をします。



８.利用料金

　　Ⅰ.基本料金

　　　①保険給付利用料

　　　サービスの種類 　　　　　単位 　　単位あたりの利用料（自己負担額）

        要支援２ 761円

入所療養施設サービス 　　　　要介護１ 765円

　　（１日あたり） 　　　　要介護２ 801円

　　　　要介護３ 824円

　　　　要介護４ 841円

　　　　要介護５ 859円

　　　②保険給付外利用料

　　食費 　　　　　１日 1,190円（朝370円　昼410円　夜410円）

　　家賃 　　　　１ヶ月 20、000円

　　水道光熱費 　　　　１ヶ月 １0,000円(途中入居、退去は日割り計算)

　　通院代行

　　理美容代

　　おむつ

　　その他

※入居日から30日間は初期加算　３０円／日

加算対象事項 ※サービス提供体制強化加算Ⅲ　６円／日

※若年性認知症加算（対象者）　１２０円／日（６５歳未満の方）

※認知症対応医療連携加算Ⅰ（ハ）　37単位／日

※看取り介護加算（グループホーム内での看取り）

（死亡日45日前～31日前：72円/日）

（死亡日30日前～4日前：144円/日）

（死亡日前々日、前日：680円/日）

（死亡日：1280円/日）

※予防サービス提供体制加算Ⅲ　6単位／日

※介護職員等処遇改善加算Ⅱ　　所定単位数の178／1000単位

　　　　　　　 ※予防認知症対応型処遇改善加算Ⅱ　所定単価　4.232/月

加算内容

※初期加算　入居日から起算して30日以内の期間については、1日につき所定単位数を加算です。

※サービス提供体制強化加算Ⅲ　当事業所の介護従事者の総数のうち、常勤職員の占める割合が75％以上配置され

　　１，０００円

実費となります

実費となります

※介護職員処遇改善加算Ⅱ　介護職員の処遇改善を目的とし、職場の環境や役職を整え、質の高い介護、適切なサービス

                                    の質を保つ ために算定している加算です

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　厚生労働省の定める人員基準に適合している体制が整った場合に算定できる加算です。

個人使用電気機器（ＴＶ、ホットカーペット等）１，０００円／月

※若年性認知症利用者受入加算   （対象者）若年性認知症利用者に対して請けいれば場合に算定できる加算です。

※看取り介護加算  看取りに冠する指針を定め、利用者又は、その家族に同意を得たうえで看取りを行った場合に算定される

　　　　　　　　　　 　　加算です。退去した日の翌日から死亡日までの間は加算されません。

１時間

冬場（１１月～３月）冬期光熱費を１，０００円いただきます。

                 また30日を超える入院の後に再入居した場合も加算されます。

※医療連携体制加算　日常的な健康管理を行い、医療が必要になった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している

　　　　　　　　　　　　　　 場合に算定出来る加算です。



　　Ⅱ．支払方法　

　　　毎月１０日までに先月分の請求をいたしますので、同月２５日以内にお支払いください。

　　　銀行振込も可能です。お支払い後、領収書をお渡しします。

９．事故発生時の対応

　　　当施設においてサービスの提供中に事故が発生したば場合は、入居者に対し、緊急処置、

　　協力医療機関へ連絡、搬送などの処置を講じ、速やかにご家族、関係機関へ連絡を行います

　　また、事故の状況、事故に際しての処置などを記録し、原因の究明、再発を防ぐための対策を

　　講じます。賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償いたします。

１０．苦情申し立て窓口

　　　　ご利用者相談、苦情担当

担当者 兵頭　賢一 　０８９４－７２－１３７１

（２４時間体制で勤務のスタッフが対応いたします）

　　　　当事業所以外のお住まいの市町村および愛媛県の相談、苦情窓口に相談、苦情を伝える

　　　　ことができます

西予市役所長寿介護課　　　　　　　　０８９４－６２－６４０６ fax 0894-62-3055

野村支所 ０８９４－７２－１１１2

愛媛県国民健康保険連合会 ０８９－９６８－８８００

愛媛県福祉サービス運営適正化委員会０８９-９９８-３４７７

１１．協力医療機関

医療機関の名称 宇都宮内科医院 きくち歯科医院

院長名 宇都宮大輔 菊池繁光

所在地 西予市野村町野村１１号３５０-１ 西予市野村町野村１２号３３番

電話番号 ０８９４－７２－3333 ０８９４－７２－００１５

診療科 内科 歯科

入院設備 無 無

契約概要 両医療機関は、「うっかり長屋きなはいや」の入居者に病状の変化があった場

合、往診を含む診療体制で対応します。入院が必要となった場合には、医療

機関の紹介もしてくださいます。

１２.非常災害時の対策

防災設備 　　　設備名称 　　有無 　　　設備名称 　　有無

　非難階段 　　あり 　非常通報装置 　　あり

　自動火災報知機 　　あり　　 　漏電火災報知機 　　あり

　誘導灯 　　あり

　スプリンクラー 　　あり

　非常用電源 　　あり

消防計画 　防火管理者 松川夏江

当施設は、非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、施設のわかりやすい所に提示し

１年に２回避難、救出その他の訓練を行います

職員の支持のもと避難します。



１３.身体拘束等

（１）当施設では、サービス提供において当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を

    保護するためやむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。

（２）当施設では、前提の身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

    心身状態並びに緊急やむを得ない理由を記載します。

１４.虐待防止に対する事項

（１）利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講じます。

　①虐待防止対策を検討する定期的な委員会の開催及び結果の通知

　②虐待防止の指針の整備

　③職員に対する定期的な研修の実施

　④虐待防止に関する措置の担当者の配置　虐待防止に関する担当者（ホーム長　兵頭賢一）

　⑤その他虐待防止のために必要な措置

（２）事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（利用者及びその家族等高齢者

を現に養護するもの）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

市町村に通報するものとする。

１5.第三者評価の実施状況

実施：あり

実施機関：うっかり長屋きなはいや運営推進会議利用した外部評価の実施

            令和5年度から毎年１回

提示場所：施設内に提示 又はラッセル社ホームページ http：//russell‐ehime．com/

１6.利用に際しての留意事項

・宗教や信仰などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵さないこと。

・喧嘩、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑をおよぼさないこと。

・共同生活住居の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害さないこと。

・指定した場所以外では火気を用いないこと。

・故意に共同生活住居もしくは物品に損害を与え、またこれを持ち出さないこと。

・外出、外泊及び外泊を希望する場合は、必ず管理者、又は、職員に報告すること。

・共同生活住居の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために協力すること。

・健康に留意し、特別な理由がない限り健康診査を受診すること。

面会 ・職員にお申し出ください

外出、外泊 ・職員に行き先、帰宅時間をお申し出ください

設備、器具の利用 ・本来の用法に従ってご利用ください

所持品の管理 ・ご本人が管理されることが原則です場合によって事務所にてお預かりします

現金の管理 ・事務所にてお預かりできますのでお申し出ください

宗教活動 ・施設内での宗教活動はご遠慮ください

１7.関連事業所

愛媛県松山市津吉町１１４２番地１

　　　グループホーム　みなみ

tel/fax 089-963-0957



　　　うっかり長屋きなはいやの入居にあたり、利用者および関係者に対して本書面に基づいて

　　　重要事項説明書の説明をしました。

事業所

所在地 　愛媛県西予市野村町野村１１号１番

印

名称 　うっかり長屋きなはいや

説明者 　職名

　氏名 印

利用者 及び 利用契約者

　氏名 印

管理者　

松川　夏江


